
辻

令
和
３
年
五
條
市
議
会
第
２
回
臨
時
会
及
び

　
　
　
　
　
　

第
２
回
６
月
定
例
会
の
概
要

　

令
和
３
年
第
２
回
臨
時
会
は
、
会
期
を
４
月

23
日
の
１
日
間
と
決
定
し
、
令
和
３
年
度
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
等
に
関
す

る
補
正
予
算
等
に
つ
い
て
の
提
出
議
案
の
説
明

を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
議
案
審
議
及
び
議
決
を
行
い
、

閉
会
し
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
第
２
回
６
月
定
例
会
は
、
６
月
７

日
に
開
会
、
会
期
を
６
月
30
日
ま
で
の
24
日
間

と
決
定
し
、
理
事
者
か
ら
の
市
政
の
報
告
と
提

出
議
案
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
対
策
の
観
点
か
ら
、「
一
般
質
問
の
自

粛
」
を
申
し
合
わ
せ
、
一
般
質
問
を
行
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園

設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
等
21
議
案
が
提
案

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
を
行
い
、
６
月
29

日
に
議
事
が
全
部
終
了
し
、
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。             

編　

集　

後　

記

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
（
世
界
的
大
流
行
）
が
始
ま
っ
て
か

ら
一
年
余
り
。
こ
の
間
、
私
た
ち
は
と
て
も

厳
し
く
、
辛
い
経
験
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

や
る
せ
な
い
憤
懣
を
お
持
ち
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
、
私

た
ち
の
い
る
場
所
か
ら
、
歩
む
先
の
未
来

を
少
し
で
も
良
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う

主
体
的
な
意
思
を
み
ん
な
で
共
有
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、
暑
い
日
が
続
き
ま
す
が
、

ど
う
か
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

議
会
広
報
編
集
委
員
会

       　

委
員
長             

伊
谷   

賢
司

       　

副
委
員
長　
　

  

岩
本     

孝

       　

委
員　
　
　
　

  

吉
田   

雅
範

          　

〃                 

吉
田     

正

          　

〃                 

養
田   

全
康

          　

〃(

議
長
）      

山
口   

耕
司

          　

〃(

副
議
長)  

藤
冨
美
恵
子
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総
務
文
教
常
任
委
員
会

厚生建設常任委員会の報告

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　

五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園
設
置
条
例
の

五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園
設
置
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

制
定
に
つ
い
て

    
    委

員
委
員　

定
数
は
。

答
弁
答
弁　

Ａ
園
200
名
程
度
、Ｂ
園
100
名
程
度
、

Ｃ
園
80
名
程
度
と
想
定
し
て
い
る
。

委
員
委
員　

必
要
な
事
項
は
市
長
及
び
教
育
委

員
会
が
定
め
る
と
あ
る
が
、
定
め
る
時
期

と
内
容
は
。

答
弁
答
弁　

今
年
の
秋
に
園
児
を
募
集
す
る
た

め
、
そ
れ
ま
で
に
保
育
料
や
保
育
時
間
等
、

細
か
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
幼

稚
園
、
保
育
園
を
参
考
に
し
な
が
ら
決
定

す
る
予
定
で
あ
る
。

委
員
委
員　

認
定
こ
ど
も
園
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
。

答
弁
答
弁　

コ
ン
セ
プ
ト
は
、
明
る
く
楽
し

く
た
く
ま
し
く
と
し
、
園
名
は
公
募
に

よ
り
、
選
定
理
由
を
地
域
の
宝
で
あ
る

本
市
の
子
供
の
未
来
、
夢
、
希
望
を
園

名
と
し
た
。

委
員
委
員　

園
児
一
人
当
た
り
の
教
室
の
面

積
は
。

答
弁
答
弁　

一
人
当
た
り
の
教
室
の
面
積
は
、

法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
基
準
を
守

っ
て
設
定
し
て
い
る
。

委
員
委
員　

園
児
の
送
り
迎
え
は
。

答
弁
答
弁　

保
護
者
の
負
担
で
送
り
迎
え
を

お
願
い
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。

              

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

   ( 
   ( 

仮
称
仮
称) ) 

五
條
Ｃ
認
定
こ
ど
も
園

五
條
Ｃ
認
定
こ
ど
も
園

           
       

委
員
委
員　

入
札
に
参
加
で
き
る
資
格
の
あ

る
業
者
数
は
。　　
　
　
　
　
　

答
弁
答
弁　

県
内
に
本
店
を
有
す
る
業
者
数

は
26
者
で
あ
る
。

委
員　
委
員　

工
事
着
工
時
に
お
け
る
地
元
の

方
へ
の
説
明
は
。

答
弁
答
弁　

自
治
会
長
を
通
じ
回
覧
等
を
行

い
、
ま
た
近
隣
の
方
に
は
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）
議
定
に
つ
い
て

予
算
（
第
３
号
）
議
定
に
つ
い
て

            
            

委
員
委
員　

地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計

画
の
住
民
の
意
向
調
査
や
計
画
の
周
知
方

法
は
。

答
弁
答
弁　

本
市
の
公
共
交
通
に
関
し
、
市
民

１
，
５
０
０
世
帯
を
無
作
為
に
抽
出
し
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
計

画
の
周
知
方
法
に
つ
い
て
は
、
広
報
五
條

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
広
く
周
知
し

て
い
る
。

委
員
委
員　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
の
支
給
対
象
者
は
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
で
、
令
和
３

年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る

方
並
び
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
家
計
が
急
変
し
、
令
和
３

年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
者
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
が
対

象
で
あ
る
。

委
員
委
員　

申
請
は
必
要
で
あ
る
か
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
は
申
請
不
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
受
給
者
で
な
い
対

象
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
並
び
に
公
務

員
の
方
で
支
給
対
象
と
な
る
方
等
は
申
請

が
必
要
で
あ
る
。

     令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予

算算((

第
４
号

第
４
号))

議
定
に
つ
い
て

議
定
に
つ
い
て

      
      委員

委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
金
対
象
者
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

８
月
末
現
在
、
生
活
支
援
資
金
の

緊
急
小
口
資
金
、
も
し
く
は
総
合
支
援
資

金
を
合
わ
せ
て
上
限
額
に
達
し
た
貸
付
け

が
利
用
で
き
な
い
対
象
者
で
あ
る
。

委
員
委
員　

申
請
は
必
要
で
あ
る
か
。

答
弁
答
弁　

申
請
は
必
要
で
あ
り
、
審
査
を
行

っ
た
上
で
決
定
す
る
。

委
員
委
員　

支
給
限
度
額
は
。

答
弁
答
弁　

単
身
世
帯
は
月
額
６
万
円
、
２
人

世
帯
は
８
万
円
、
３
人
以
上
世
帯
は
月
額

10
万
円
で
あ
り
、
支
給
期
間
は
７
月
以
降

の
申
請
月
か
ら
３
か
月
で
あ
る
。
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23 総務文教常任委員会の報告
           
           

五
條
市
更
生
支
援
の
推
進
に
関
す
る
条

五
條
市
更
生
支
援
の
推
進
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

例
の
制
定
に
つ
い
て

          
    委

員
委
員　

条
例
の
制
定
に
至
っ
た
経
緯
は
。

答
弁
答
弁　

再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る

法
律
が
平
成
28
年
12
月
14
日
に
公
布
、
施

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
国
は
、
再
犯
の

防
止
に
関
す
る
施
策
を
合
理
的
に
策
定
し
、

実
施
す
る
責
務
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
と
も

に
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
再
犯
防
止
に

関
し
地
域
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
実
施

す
る
責
務
が
あ
り
、
地
方
再
犯
防
止
推
進

計
画
を
定
め
る
こ
と
が
努
力
義
務
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
県
に
お
い
て
、
奈
良
県
更

生
支
援
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
令
和
２

年
４
月
１
日
に
施
行
し
、
そ
れ
に
基
づ
き

同
年
７
月
に
、
一
般
財
団
法
人
か
が
や
き

ホ
ー
ム
が
設
立
さ
れ
、
罪
に
問
わ
れ
た
者

等
の
社
会
復
帰
を
支
援
し
て
お
り
、
本
市

も
出
所
者
の
雇
用
先
の
、
所
在
地
及
び

住
所
地
の
自
治
体
と
し
て
、
当
該
事
業

に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
る
。
本
市
で

も
こ
れ
ら
の
事
業
に
協
力
す
る
中
で
、

法
律
が
策
定
を
努
力
義
務
と
す
る
地
方

再
犯
防
止
推
進
計
画
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
と
し
て
、
新
た
な
条
例
を
制
定

す
る
こ
と
に
至
っ
た
。

委
員
委
員　

更
生
支
援
の
事
業
が
市
民
の
理

解
が
得
ら
れ
ず
、
反
対
す
る
と
い
う
意

見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
市
の
考
え
は
。

答
弁
答
弁　

現
在
は
、
更
生
支
援
の
事
業
に

関
し
て
の
反
対
意
見
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

委
員
委
員　

何
か
が
起
こ
っ
た
と
き
の
市
の

対
応
は
。

答
弁
答
弁　

五
條
警
察
署
と
の
連
携
の
下
、

す
ぐ
に
警
察
官
を
派
遣
で
き
る
体
制
と

し
て
い
る
。
本
条
例
は
本
市
全
て
の
地

域
を
対
象
と
し
て
お
り
、
罪
に
問
わ
れ

た
者
等
の
困
り
ご
と
に
対
す
る
支
援
を

行
っ
て
い
く
条
例
で
あ
る
。

委
員
委
員　

県
内
で
同
様
の
条
例
を
制
定
し

て
い
る
自
治
体
は
。

答
弁
答
弁　

奈
良
県
が
令
和
２
年
４
月
１
日

か
ら
、
ま
た
、
奈
良
市
が
令
和
３
年
４

月
１
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行
し
て
い
る
。

委
員
委
員　

本
市
独
自
の
条
例
制
定
の
必
要
性
は
。

答
弁
答
弁　

法
律
に
よ
り
、
地
方
再
犯
防
止
推
進

計
画
を
定
め
る
こ
と
が
地
方
自
治
体
の
努
力

義
務
と
さ
れ
て
い
る
。
全
国
で
４
例
目
と
な

る
が
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
等
が
個
々
に
抱
え

る
事
情
に
応
じ
た
課
題
に
対
し
て
、
保
護
司

会
及
び
更
生
保
護
女
性
会
を
含
め
た
民
間
の

あ
ら
ゆ
る
団
体
が
、
共
通
の
目
的
を
持
っ
て

協
働
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
、
基
本

理
念
を
共
有
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
形
に
し
た
条
例
が
必
要
で
あ
る
。

委
員
委
員　

条
例
制
定
を
す
る
時
期
が
早
い
こ
と

に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

法
律
に
基
づ
き
早
く
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
秩
序
が
守
ら
れ
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
保

護
司
会
及
び
更
生
保
護
女
性
会
も
全
面
的
に

協
力
す
る
こ
と
で
進
ん
で
い
る
。

委
員
委
員　

市
民
の
安
全
に
つ
な
が
る
こ
と
に
関

す
る
記
載
箇
所
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

第
２
条
第
２
号
の
更
生
支
援
の
定
義

と
し
て
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
等
が
円
滑
に
社

会
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
措
置
ま
た
は
活
動
を
い
う
。
ま
た
、
再

犯
防
止
と
い
う
表
現
を
使
わ
ず
に
、
罪
に
問

わ
れ
た
者
等
に
円
滑
な
社
会
復
帰
の
促
進
と

い
う
表
現
に
よ
っ
て
同
様
の
意
味
を
表
し
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
り
全
て
の
市
民
が
安
全
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
し

て
い
く
と
い
う
趣
旨
の
条
例
で
あ
る
。

       

五
條
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五
條
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

      　

      委
員
委
員　

多
機
能
端
末
機
に
よ
っ
て
取
得
で
き

る
証
明
書
の
種
類
は
。

答
弁
答
弁　

住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項

証
明
書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
証
明
書
、

戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
課
税
証
明
書
の
６
点

で
あ
る
。

委
員
委
員　

交
付
手
数
料
と
時
間
帯
は
。

答
弁
答
弁　

交
付
手
数
料
は
市
役
所
窓
口
と
同
額

で
、
交
付
可
能
な
時
間
は
、
午
前
６
時
30
分

か
ら
午
後
11
時
ま
で
で
あ
る
。

      市道
の
廃
止
に
つ
い
て

市
道
の
廃
止
に
つ
い
て

　    
    委

員
委
員　

廃
止
理
由
は
。

答
弁　
答
弁　

近
傍
路
線
が
整
備
さ
れ
一
般
交
通
に

供
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。



総
務
文
教
常
任
委
員
会

厚生建設常任委員会の報告

厚
生
建
設
常
任
委
員
会

　
　
　
　
　
　
　
　

五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園
設
置
条
例
の

五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園
設
置
条
例
の

制
定
に
つ
い
て

制
定
に
つ
い
て

    
    委

員
委
員　

定
数
は
。

答
弁
答
弁　

Ａ
園
200
名
程
度
、Ｂ
園
100
名
程
度
、

Ｃ
園
80
名
程
度
と
想
定
し
て
い
る
。

委
員
委
員　

必
要
な
事
項
は
市
長
及
び
教
育
委

員
会
が
定
め
る
と
あ
る
が
、
定
め
る
時
期

と
内
容
は
。

答
弁
答
弁　

今
年
の
秋
に
園
児
を
募
集
す
る
た

め
、
そ
れ
ま
で
に
保
育
料
や
保
育
時
間
等
、

細
か
な
内
容
に
つ
い
て
は
、
今
ま
で
の
幼

稚
園
、
保
育
園
を
参
考
に
し
な
が
ら
決
定

す
る
予
定
で
あ
る
。

委
員
委
員　

認
定
こ
ど
も
園
の
コ
ン
セ
プ
ト
は
。

答
弁
答
弁　

コ
ン
セ
プ
ト
は
、
明
る
く
楽
し

く
た
く
ま
し
く
と
し
、
園
名
は
公
募
に

よ
り
、
選
定
理
由
を
地
域
の
宝
で
あ
る

本
市
の
子
供
の
未
来
、
夢
、
希
望
を
園

名
と
し
た
。

委
員
委
員　

園
児
一
人
当
た
り
の
教
室
の
面

積
は
。

答
弁
答
弁　

一
人
当
た
り
の
教
室
の
面
積
は
、

法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
基
準
を
守

っ
て
設
定
し
て
い
る
。

委
員
委
員　

園
児
の
送
り
迎
え
は
。

答
弁
答
弁　

保
護
者
の
負
担
で
送
り
迎
え
を

お
願
い
す
る
と
説
明
し
て
い
る
。

              

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て

   ( 
   ( 

仮
称
仮
称) ) 

五
條
Ｃ
認
定
こ
ど
も
園

五
條
Ｃ
認
定
こ
ど
も
園

           
       

委
員
委
員　

入
札
に
参
加
で
き
る
資
格
の
あ

る
業
者
数
は
。　　
　
　
　
　
　

答
弁
答
弁　

県
内
に
本
店
を
有
す
る
業
者
数

は
26
者
で
あ
る
。

委
員　
委
員　

工
事
着
工
時
に
お
け
る
地
元
の

方
へ
の
説
明
は
。

答
弁
答
弁　

自
治
会
長
を
通
じ
回
覧
等
を
行

い
、
ま
た
近
隣
の
方
に
は
説
明
さ
せ
て

い
た
だ
く
予
定
で
あ
る
。

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正

予
算
（
第
３
号
）
議
定
に
つ
い
て

予
算
（
第
３
号
）
議
定
に
つ
い
て

            
            

委
員
委
員　

地
域
公
共
交
通
利
便
増
進
実
施
計

画
の
住
民
の
意
向
調
査
や
計
画
の
周
知
方

法
は
。

答
弁
答
弁　

本
市
の
公
共
交
通
に
関
し
、
市
民

１
，
５
０
０
世
帯
を
無
作
為
に
抽
出
し
ア

ン
ケ
ー
ト
を
実
施
し
て
い
る
。
ま
た
、
計

画
の
周
知
方
法
に
つ
い
て
は
、
広
報
五
條

や
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
に
よ
り
広
く
周
知
し

て
い
る
。

委
員
委
員　

子
育
て
世
帯
生
活
支
援
特
別
給
付

金
の
支
給
対
象
者
は
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
で
、
令
和
３

年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
で
あ
る

方
並
び
に
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症

の
影
響
を
受
け
家
計
が
急
変
し
、
令
和
３

年
度
の
住
民
税
均
等
割
が
非
課
税
者
と
同

様
の
事
情
に
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
方
が
対

象
で
あ
る
。

委
員
委
員　

申
請
は
必
要
で
あ
る
か
。

答
弁
答
弁　

令
和
３
年
４
月
分
の
児
童
手
当
、

特
別
児
童
扶
養
手
当
受
給
者
は
申
請
不
要

で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の
受
給
者
で
な
い
対

象
児
童
を
養
育
し
て
い
る
方
並
び
に
公
務

員
の
方
で
支
給
対
象
と
な
る
方
等
は
申
請

が
必
要
で
あ
る
。

     令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予

令
和
３
年
度
五
條
市
一
般
会
計
補
正
予

算算((

第
４
号

第
４
号))

議
定
に
つ
い
て

議
定
に
つ
い
て

      
      委員

委
員　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
生

活
困
窮
者
自
立
支
援
金
対
象
者
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

８
月
末
現
在
、
生
活
支
援
資
金
の

緊
急
小
口
資
金
、
も
し
く
は
総
合
支
援
資

金
を
合
わ
せ
て
上
限
額
に
達
し
た
貸
付
け

が
利
用
で
き
な
い
対
象
者
で
あ
る
。

委
員
委
員　

申
請
は
必
要
で
あ
る
か
。

答
弁
答
弁　

申
請
は
必
要
で
あ
り
、
審
査
を
行

っ
た
上
で
決
定
す
る
。

委
員
委
員　

支
給
限
度
額
は
。

答
弁
答
弁　

単
身
世
帯
は
月
額
６
万
円
、
２
人

世
帯
は
８
万
円
、
３
人
以
上
世
帯
は
月
額

10
万
円
で
あ
り
、
支
給
期
間
は
７
月
以
降

の
申
請
月
か
ら
３
か
月
で
あ
る
。
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五
條
市
更
生
支
援
の
推
進
に
関
す
る
条

五
條
市
更
生
支
援
の
推
進
に
関
す
る
条

例
の
制
定
に
つ
い
て

例
の
制
定
に
つ
い
て

          
    委

員
委
員　

条
例
の
制
定
に
至
っ
た
経
緯
は
。

答
弁
答
弁　

再
犯
の
防
止
等
の
推
進
に
関
す
る

法
律
が
平
成
28
年
12
月
14
日
に
公
布
、
施

行
さ
れ
た
が
、
そ
の
中
で
国
は
、
再
犯
の

防
止
に
関
す
る
施
策
を
合
理
的
に
策
定
し
、

実
施
す
る
責
務
が
あ
る
と
さ
れ
る
と
と
も

に
、
市
町
村
に
お
い
て
も
、
再
犯
防
止
に

関
し
地
域
に
応
じ
た
施
策
を
策
定
し
実
施

す
る
責
務
が
あ
り
、
地
方
再
犯
防
止
推
進

計
画
を
定
め
る
こ
と
が
努
力
義
務
と
さ
れ

て
い
る
。
ま
た
県
に
お
い
て
、
奈
良
県
更

生
支
援
の
推
進
に
関
す
る
条
例
を
令
和
２

年
４
月
１
日
に
施
行
し
、
そ
れ
に
基
づ
き

同
年
７
月
に
、
一
般
財
団
法
人
か
が
や
き

ホ
ー
ム
が
設
立
さ
れ
、
罪
に
問
わ
れ
た
者

等
の
社
会
復
帰
を
支
援
し
て
お
り
、
本
市

も
出
所
者
の
雇
用
先
の
、
所
在
地
及
び

住
所
地
の
自
治
体
と
し
て
、
当
該
事
業

に
積
極
的
に
協
力
し
て
い
る
。
本
市
で

も
こ
れ
ら
の
事
業
に
協
力
す
る
中
で
、

法
律
が
策
定
を
努
力
義
務
と
す
る
地
方

再
犯
防
止
推
進
計
画
と
位
置
づ
け
ら
れ

る
も
の
と
し
て
、
新
た
な
条
例
を
制
定

す
る
こ
と
に
至
っ
た
。

委
員
委
員　

更
生
支
援
の
事
業
が
市
民
の
理

解
が
得
ら
れ
ず
、
反
対
す
る
と
い
う
意

見
書
が
提
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
つ
い

て
市
の
考
え
は
。

答
弁
答
弁　

現
在
は
、
更
生
支
援
の
事
業
に

関
し
て
の
反
対
意
見
は
な
い
と
考
え
て

い
る
。

委
員
委
員　

何
か
が
起
こ
っ
た
と
き
の
市
の

対
応
は
。

答
弁
答
弁　

五
條
警
察
署
と
の
連
携
の
下
、

す
ぐ
に
警
察
官
を
派
遣
で
き
る
体
制
と

し
て
い
る
。
本
条
例
は
本
市
全
て
の
地

域
を
対
象
と
し
て
お
り
、
罪
に
問
わ
れ

た
者
等
の
困
り
ご
と
に
対
す
る
支
援
を

行
っ
て
い
く
条
例
で
あ
る
。

委
員
委
員　

県
内
で
同
様
の
条
例
を
制
定
し

て
い
る
自
治
体
は
。

答
弁
答
弁　

奈
良
県
が
令
和
２
年
４
月
１
日

か
ら
、
ま
た
、
奈
良
市
が
令
和
３
年
４

月
１
日
か
ら
そ
れ
ぞ
れ
施
行
し
て
い
る
。

委
員
委
員　

本
市
独
自
の
条
例
制
定
の
必
要
性
は
。

答
弁
答
弁　

法
律
に
よ
り
、
地
方
再
犯
防
止
推
進

計
画
を
定
め
る
こ
と
が
地
方
自
治
体
の
努
力

義
務
と
さ
れ
て
い
る
。
全
国
で
４
例
目
と
な

る
が
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
等
が
個
々
に
抱
え

る
事
情
に
応
じ
た
課
題
に
対
し
て
、
保
護
司

会
及
び
更
生
保
護
女
性
会
を
含
め
た
民
間
の

あ
ら
ゆ
る
団
体
が
、
共
通
の
目
的
を
持
っ
て

協
働
し
て
取
り
組
ん
で
い
く
た
め
に
、
基
本

理
念
を
共
有
す
る
こ
と
が
最
も
重
要
で
あ
り
、

そ
れ
を
形
に
し
た
条
例
が
必
要
で
あ
る
。

委
員
委
員　

条
例
制
定
を
す
る
時
期
が
早
い
こ
と

に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

法
律
に
基
づ
き
早
く
条
例
を
制
定
す

る
こ
と
に
よ
り
、
社
会
の
秩
序
が
守
ら
れ
安

全
で
安
心
し
て
暮
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
保

護
司
会
及
び
更
生
保
護
女
性
会
も
全
面
的
に

協
力
す
る
こ
と
で
進
ん
で
い
る
。

委
員
委
員　

市
民
の
安
全
に
つ
な
が
る
こ
と
に
関

す
る
記
載
箇
所
に
つ
い
て
。

答
弁
答
弁　

第
２
条
第
２
号
の
更
生
支
援
の
定
義

と
し
て
、
罪
に
問
わ
れ
た
者
等
が
円
滑
に
社

会
復
帰
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た

め
の
措
置
ま
た
は
活
動
を
い
う
。
ま
た
、
再

犯
防
止
と
い
う
表
現
を
使
わ
ず
に
、
罪
に
問

わ
れ
た
者
等
に
円
滑
な
社
会
復
帰
の
促
進
と

い
う
表
現
に
よ
っ
て
同
様
の
意
味
を
表
し
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
り
全
て
の
市
民
が
安
全
で

安
心
し
て
暮
ら
せ
る
社
会
の
実
現
に
寄
与
し

て
い
く
と
い
う
趣
旨
の
条
例
で
あ
る
。

       

五
條
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

五
條
市
印
鑑
条
例
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

      　

      委
員
委
員　

多
機
能
端
末
機
に
よ
っ
て
取
得
で
き

る
証
明
書
の
種
類
は
。

答
弁
答
弁　

住
民
票
の
写
し
、
住
民
票
記
載
事
項

証
明
書
、
印
鑑
登
録
証
明
書
、
戸
籍
証
明
書
、

戸
籍
の
附
票
の
写
し
、
課
税
証
明
書
の
６
点

で
あ
る
。

委
員
委
員　

交
付
手
数
料
と
時
間
帯
は
。

答
弁
答
弁　

交
付
手
数
料
は
市
役
所
窓
口
と
同
額

で
、
交
付
可
能
な
時
間
は
、
午
前
６
時
30
分

か
ら
午
後
11
時
ま
で
で
あ
る
。

      市道
の
廃
止
に
つ
い
て

市
道
の
廃
止
に
つ
い
て

　    
    委

員
委
員　

廃
止
理
由
は
。

答
弁　
答
弁　

近
傍
路
線
が
整
備
さ
れ
一
般
交
通
に

供
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。



辻

令
和
３
年
五
條
市
議
会
第
２
回
臨
時
会
及
び

　
　
　
　
　
　

第
２
回
６
月
定
例
会
の
概
要

　

令
和
３
年
第
２
回
臨
時
会
は
、
会
期
を
４
月

23
日
の
１
日
間
と
決
定
し
、
令
和
３
年
度
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
対
策
事
業
等
に
関
す

る
補
正
予
算
等
に
つ
い
て
の
提
出
議
案
の
説
明

を
受
け
、
そ
れ
ぞ
れ
議
案
審
議
及
び
議
決
を
行
い
、

閉
会
し
ま
し
た
。

　

令
和
３
年
第
２
回
６
月
定
例
会
は
、
６
月
７

日
に
開
会
、
会
期
を
６
月
30
日
ま
で
の
24
日
間

と
決
定
し
、
理
事
者
か
ら
の
市
政
の
報
告
と
提

出
議
案
の
説
明
を
受
け
ま
し
た
。

　

本
定
例
会
も
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染

拡
大
防
止
対
策
の
観
点
か
ら
、「
一
般
質
問
の
自

粛
」
を
申
し
合
わ
せ
、
一
般
質
問
を
行
い
ま
せ

ん
で
し
た
。

　

本
定
例
会
に
は
、
五
條
市
立
認
定
こ
ど
も
園

設
置
条
例
の
制
定
に
つ
い
て
等
21
議
案
が
提
案

さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
慎
重
審
議
を
行
い
、
６
月
29

日
に
議
事
が
全
部
終
了
し
、
閉
会
い
た
し
ま
し
た
。             

編　

集　

後　

記

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
パ
ン
デ

ミ
ッ
ク
（
世
界
的
大
流
行
）
が
始
ま
っ
て
か

ら
一
年
余
り
。
こ
の
間
、
私
た
ち
は
と
て
も

厳
し
く
、
辛
い
経
験
を
重
ね
て
ま
い
り
ま
し

た
。

　

や
る
せ
な
い
憤
懣
を
お
持
ち
の
方
も
い

ら
っ
し
ゃ
る
か
と
思
い
ま
す
が
、
今
、
私

た
ち
の
い
る
場
所
か
ら
、
歩
む
先
の
未
来

を
少
し
で
も
良
い
も
の
に
し
よ
う
と
い
う

主
体
的
な
意
思
を
み
ん
な
で
共
有
し
て
ま

い
り
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

ま
だ
ま
だ
、
暑
い
日
が
続
き
ま
す
が
、

ど
う
か
ご
自
愛
く
だ
さ
い
。

議
会
広
報
編
集
委
員
会

       　

委
員
長             

伊
谷   

賢
司

       　

副
委
員
長　
　

  

岩
本     

孝

       　

委
員　
　
　
　

  

吉
田   

雅
範

          　

〃                 

吉
田     

正

          　

〃                 

養
田   

全
康

          　

〃(

議
長
）      

山
口   

耕
司

          　

〃(

副
議
長)  

藤
冨
美
恵
子

問い合わせ先 　五條市議会事務局 電話　（２３）２０００　〒637－8501 五條市本町 1丁目 1番 1号
令和３年８月 1日発行　市議会だよりGOJO ８０号

　（大川橋上空から見た吉野川）

（以下は、全議員賛成のもと原案通り可決・同意した議案）
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令和３年五條市議会第 2 回臨時会及び第２回 6 月定例会の議決結果
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